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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５０号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで
ない。 
  
 令和２年５月２１日 
 令和３年２月 ４日一部改正 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
  会 長  德 永  重 昭   

 
１ アゲマキの採捕を禁止する。 
 
２ 指示の期間は、令和２年６月１日から令和３年５月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第４８号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 
ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がない
として特に認めた場合は、この限りでない。 
  
令和２年４月２８日 
令和３年２月 ４日一部改正 
令和３年４月２７日一部改正 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  西 久 保  敏  

 
１ ウミタケの採捕を禁止する。 
 
２ 指示の期間は、令和２年５月１日から令和３年５月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第４９号 
 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀
県有明海区（農林水産大臣管轄漁場を含む。）におけるビゼンクラゲの採捕につ
いて、次のとおり指示する。  
 ただし、試験研究機関が試験研究のために採捕する場合はこの限りでない。 
 
  令和２年４月２８日 
  令和３年２月 ４日一部改正 
 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 傘幅 40 センチメートル未満のビゼンクラゲは、採捕してはならない。 
 
２ 6 月 1 日から 6月 30 日まで及び 11 月 1 日から翌年 5月 31 日までの間、 
ビゼンクラゲを採捕してはならない。 
 
３ 次の区域内においては、ビゼンクラゲを採捕してはならない。 
（１）塩田川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線に 

より囲まれた区域 
（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 06 分 30 秒、 東経 130 度 09 分 00 秒 
イ 北緯 33 度 05 分 10 秒、 東経 130 度 11 分 25 秒 
ウ 北緯 33 度 05 分 18 秒、 東経 130 度 11 分 30 秒 
エ 北緯 33 度 06 分 32 秒、 東経 130 度 09 分 03 秒 
 

（２）六角川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点 
を順次結んだ直線により囲まれた区域 
（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 10 分 58 秒、 東経 130 度 14 分 04 秒 
イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 13 分 29 秒 
ウ 北緯 33 度 08 分 29 秒、 東経 130 度 13 分 46 秒 
エ 北緯 33 度 08 分 12 秒、 東経 130 度 13 分 56 秒 
オ 北緯 33 度 08 分 13 秒、 東経 130 度 14 分 09 秒 
カ 北緯 33 度 08 分 37 秒、 東経 130 度 13 分 54 秒 
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キ 北緯 33 度 09 分 36 秒、 東経 130 度 13 分 44 秒 
ク 北緯 33 度 10 分 57 秒、 東経 130 度 14 分 14 秒 

 
（３）嘉瀬川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの 

各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 
（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 10 分 55 秒、 東経 130 度 14 分 49 秒 
イ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 34 秒 
ウ 北緯 33 度 09 分 32 秒、 東経 130 度 14 分 21 秒 
エ 北緯 33 度 08 分 20 秒、 東経 130 度 14 分 30 秒 
オ 北緯 33 度 08 分 21 秒、 東経 130 度 14 分 37 秒 
カ 北緯 33 度 09 分 31 秒、 東経 130 度 14 分 26 秒 
キ 北緯 33 度 10 分 36 秒、 東経 130 度 14 分 40 秒 
ク 北緯 33 度 10 分 52 秒、 東経 130 度 14 分 53 秒 

 
（４）広江漁港の区域付近のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ 

及びアの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 
（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 10 分 10 秒、 東経 130 度 16 分 39 秒 
イ 北緯 33 度 09 分 49 秒、 東経 130 度 16 分 25 秒 
ウ 北緯 33 度 09 分 38 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 
エ 北緯 33 度 06 分 37 秒、 東経 130 度 15 分 31 秒 
オ 北緯 33 度 06 分 36 秒、 東経 130 度 15 分 34 秒 
カ 北緯 33 度 09 分 48 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 
キ 北緯 33 度 09 分 52 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 
ク 北緯 33 度 10 分 04 秒、 東経 130 度 16 分 40 秒 
ケ 北緯 33 度 10 分 07 秒、 東経 130 度 16 分 44 秒 
 

（５）早津江川川筋のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点を 
順次結んだ直線により囲まれた区域 
（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 08 分 42 秒、 東経 130 度 20 分 05 秒 
イ 北緯 33 度 08 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 26 秒 
ウ 北緯 33 度 07 分 05 秒、 東経 130 度 16 分 52 秒 
エ 北緯 33 度 07 分 00 秒、 東経 130 度 17 分 00 秒 
オ 北緯 33 度 07 分 48 秒、 東経 130 度 17 分 30 秒 
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カ 北緯 33 度 08 分 34 秒、 東経 130 度 20 分 08 秒 
 

（６）農林水産大臣管轄漁場のうち、次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク 
及びアの各点を順次結んだ直線により囲まれた区域 
（世界測地系） 
ア 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 46秒 
イ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 41秒 
ウ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 40秒 
エ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 25秒 
オ 北緯 33度 03分 51秒、 東経 130度 21分 33秒 
カ 北緯 33度 04分 48秒、 東経 130度 21分 47秒 
キ 北緯 33度 05分 08秒、 東経 130度 21分 49秒 
ク 北緯 33度 05分 39秒、 東経 130度 21分 54秒 

 
（７）只江川川筋のうち、ア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次結んだ直線に 

より囲まれた区域 
（世界測地系） 
ア 北緯 33 度 07 分 35 秒、 東経 130 度 10 分 25 秒 
イ 北緯 33 度 07 分 04 秒、 東経 130 度 10 分 49 秒 
ウ 北緯 33 度 07 分 02 秒、 東経 130 度 10 分 45 秒 
エ 北緯 33 度 07 分 32 秒、 東経 130 度 10 分 19 秒 
 

４ ビゼンクラゲを目的とした固定式刺網漁業において使用する漁具の規模等
は、次のとおりとする。 

（１）１隻が使用する網漁具の総延長  250 メートル以下  
（２）網丈              ９メートル以下 
（３）網の目合            20 センチメートル以上 
（４）使用する漁具          １統 

 
５ 指示期間 
令和２年６月１日から令和３年５月３１日まで（１年間） 
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 福岡県有明海区漁業調整委員会指示第 109 号 
  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項の規定に基づき、福岡県有明海区
におけるビゼンクラゲ漁業の調整を図るため、当該魚種の採捕について次のとおり指
示する。ただし、試験研究機関が試験研究のために採捕する場合はこの限りでない。 
   令和３年５月 25 日 
                          福岡県有明海区漁業調整委員会会長  半田 亮司  
  
１ 指示の適用海域 
  福岡県有明海区海域（農林水産大臣の管轄する漁場を含む） 
２ 指示の内容 
（１）令和３年６月１日から令和３年７月３日まで及び令和３年 11 月１日から令和４
年５月 31 日までの期間は採捕してはならない。 

（２）採捕可能な期間において次の区域で採捕してはならない。 
   次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアの各点を順次に結んだ直線によっ
て囲まれた区域。 

 （世界測地系） 
  ア  北緯 33 度 05 分 39 秒、東経 130 度 21 分 46 秒 
  イ  北緯 33 度 05 分 08 秒、東経 130 度 21 分 41 秒 
  ウ  北緯 33 度 04 分 48 秒、東経 130 度 21 分 40 秒 
  エ  北緯 33 度 03 分 51 秒、東経 130 度 21 分 25 秒 
  オ  北緯 33 度 03 分 51 秒、東経 130 度 21 分 33 秒 
  カ  北緯 33 度 04 分 48 秒、東経 130 度 21 分 47 秒 
  キ  北緯 33 度 05 分 08 秒、東経 130 度 21 分 49 秒 
  ク  北緯 33 度 05 分 39 秒、東経 130 度 21 分 54 秒 
（３）採捕可能な期間において当該魚種の採捕を目的として固定式さし網漁業を使用

する場合、漁具は１隻１統とする。また、網漁具の総延長は 250 メートル（仕
立て上り）以下、網丈は９メートル以下、網の目合は 20 センチメートル以上と
する。なお、夜間にあっては当該漁具の両端に設置した旗に電灯その他の照明
による漁具の標識を設けなければならない。 

（４）傘幅 40 センチメートル未満は採捕してはならない。 
３ 指示の有効期間 
  令和３年６月１日から令和４年５月 31 日まで 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５１号 
 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により佐賀県
有明海区におけるタイラギの採捕について、次のとおり指示する。ただし、佐
賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 
 
 令和３年３月２２日 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 次の区域内においては、タイラギの採捕を禁止する。 
ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの各点を順に結んだ直線と最大

高潮時海岸線とによって囲まれた海域（別図のとおり） 
 
点ア 福岡県柳川市七ツ家の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県漁場
境界標石柱と佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された
有明海佐賀・福岡両県漁場境界標石柱とを結んだ直線上の中央点 

（世界測地系） 
点イ 北緯 33 度４分 17 秒  東経 130 度 18 分 14 秒 
点ウ 北緯 33 度４分 23 秒  東経 130 度 17 分 45 秒 
点エ 北緯 33 度６分 39 秒  東経 130 度 15 分 26 秒 
点オ 北緯 33 度５分 44 秒  東経 130 度 12 分 54 秒 
点カ 北緯 33 度４分 36 秒  東経 130 度 11 分 49 秒 
点キ 北緯 33 度３分 18 秒  東経 130 度 11 分 25 秒 
点ク 亀瀬灯標 
点ケ 北緯 32 度 58 分 05 秒 東経 130 度 13 分 40 秒 
点コ 夜灯鼻灯台 
 
２ 指示の期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 
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◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第１号 
 
 佐賀県有明海区における第１種区画漁業権（のり養殖業）漁場について、漁
業法第１２０条第１項の規定により次のとおり指示する。 
 
昭和４８年 ９月 ８日 
昭和５６年１０月 ５日一部改正 
平成 ５年 １月２０日一部改正 
令和 ３年 ２月 ４日一部改正 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   
会 長  德 永  重 昭   

 
１ 第１種区画漁業権漁業に基づくのり養殖施設の周囲５０メートル以内の区
域には当該漁業権者あるいは入漁権者以外は立入ってはならない。 
ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委
員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
 

２ 共同漁業権漁業に基づく採貝業及びその他の各種漁業は、第１種区画漁業
権（のり養殖業）漁場及び当該漁場周辺に設けられた１８０メートル、９０
メートル（１００間、５０間）の大船通し、大潮通しの区域内においてはの
り養殖業の操業期間中は操業してはならない。 
ただし、第１種及び第３種区画漁業権（貝類養殖業）漁場内において、当

該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合並びに佐賀県有明海区漁業調整委
員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 
 
３ 指示の期間は、令和３年２月４日から令和５年８月３１日までとする。 
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令和２年度機船船びき網（あみ１そう船びき網）漁業許可方針 
 
 
１ 漁業種類 
あみ１そう船びき網漁業 

２ 操業区域 
① 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケの各点を順次に結んだ直線と最大高潮
 時海岸線とによって囲まれた海域。 
ア 国営有明干拓福富工区南東端   イ 住之江港導灯後灯 
ウ ３１２号鋼管                    エ ３２９号鋼管 
オ ３３２号鋼管                    カ ３５８号鋼管 
キ ３６０号鋼管                    ク ３９６号鋼管 
ケ ３６５号鋼管及び３９６号鋼管を結んだ線の延長線と国営有明干拓地区有
明工区堤防との交点 

② ５２０号鋼管、５０５号鋼管及び沖神瀬灯標を結んだ線の延長線以南の佐賀県有
明海（農林水産大臣管轄漁場を除く。） 

３ 操業期間 
７月１５日から１１月３０日まで 

４ 許可の有効期間 
許可の日から令和２年１１月３０日まで 

５ 許可隻数 
３０隻以内 

６ 使用船舶 
１．５トン未満 

７ 制限又は条件 
(1) 操業区域②については、第１種区画漁業権（のり養殖業）及び第３種区画漁業権
（あげまき養殖業）漁場内で操業してはならない。 
(2) 操業の際は、県が定める標旗を船舷上１．５メートル以上の高さに掲げなければ
ならない。 

８ 許可の対象 
佐賀県漁業調整規則第２４条に規定する者であって、かつ、次の各号のいずれにも
該当しないものとする。 
ア 准組合員、非組合員 
イ 過去１年間に漁業関係法令に違反し、司法処分を受けた者 
ウ のり養殖業を営む者（同一世帯内で営む場合を含む。） 
エ 農業規模３反歩を超える者（同一世帯内で営む場合を含む。） 
オ 漁業法（昭和２４年法律第２６７号 平成３０年１２月１４日改正公布）第 
４１条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当する者 
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